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おお
ららせせ
知知
今月

のおお
ららせせ
知知

環
境
・
エ
コ

環
境
・
エ
コ

福 

　祉

福 

　祉

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

○
５
月
１
日（
水・祝
）に
納
税
通

知
書
を
発
送
し
ま
す
。納
期

限
は
５
月
31
日（
金
）で
す
。

　
通
知
書
が
届
か
な
い
場
合

は
、問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、車
の
税
額
に
つ
い

て
は
、通
知
書
に
同
封
す
る

チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

○
身
体
あ
る
い
は
精
神
に
障
害

が
あ
る
方
の
使
用
す
る
軽
自

動
車
が
一
定
要
件
に
該
当
す

る
場
合
、申
請
に
よ
り
軽
自

動
車
税
の
減
免
が
受
け
ら
れ

ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の　
車
検
証
、

運
転
免
許
証
、身
体
障
害
者
手

帳
な
ど
、印
鑑
、個
人
番
号
カ

ー
ド（
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
）

申
請
期
間　

５
月
１
日（
水・

祝
）～
31
日（
金
）

□問　
市
民
税
課

　
（
内
線
３
１
０
１
）

　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
各
支
所

　

市・
県
民
税
特
別
徴
収
税
額

決
定
通
知
書
を
事
業
所（
給
与

支
払
者
）へ
５
月
15
日（
水
）に

発
送
の
予
定
で
す
。

□問　
市
民
税
課

　
（
内
線
３
０
９
４
）

　
認
知
症
の
人
や
認
知
症
の
疑

い
の
あ
る
人
、そ
の
家
族
の
も

と
に
訪
問
し
て
、困
り
ご
と
や

心
配
ご
と
な
ど
の
相
談
に
対
応

す
る
、専
門
家
で
構
成
さ
れ
た

チ
ー
ム
で
す
。

　
認
知
症
は
早
め
の
対
応
が
必

要
で
す
。ま
ず
は
、介
護
保
険
課

ま
た
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

支
援
の
流
れ　
相
談
→
初
回
訪

問
→
チ
ー
ム
員
会
議
→
支
援

の
実
施
や
関
係
機
関
へ
の
つ

な
ぎ

※
本
人
が
受
診
を
拒
ん
で
も
、

ま
ず
は
家
族
だ
け
で
も
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

□問　
介
護
保
険
課

　
（
内
線
２
４
３
７
）

　
認
知
症
に
関
す
る
ミ
ニ
講
話

や
情
報
交
換
、相
談
が
で
き
ま

す
。

と
き・と
こ
ろ

 

・ 

金
曜
や
す
ら
ぎ
ホ
ッ
ト
カ
フ

ェ
み
や
ぎ
生
協
大
橋
店

　
第
３
金
曜
日
午
後
１
時
30
分

 

・ 

コ
ー
プ
de
め
ぐ
み
の
カ
フ
ェ

み
や
ぎ
生
協
蛇
田
店

　
第
４
火
曜
日
午
後
１
時
30
分

 

・ 

な
ぎ
さ
カ
フ
ェ

　
み
や
ぎ
生
協
渡
波
店　

　
第
２
月
曜
日
午
後
２
時

対
象　
介
護
者
や
地
域
の
方
な

ど
料
金　
１
０
０
円

□問　
介
護
保
険
課

　
（
内
線
２
４
３
７
）

 

・ 

講
話「
視
覚
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン（
仮
）」盲
導
犬
協
会

 

・ 

視
覚
障
害
者
向
け
福
祉
用
具

な
ど
の
紹
介・操
作
体
験

 

・ 

懇
談
会
ほ
か

と
き　
６
月
９
日（
日
）

　
午
後
１
時
～
４
時

と
こ
ろ　
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー

対
象　
視
覚
に
障
害
の
あ
る
方

（
障
害
者
手
帳
の
有
無
は
問

い
ま
せ
ん
）

　
そ
の
家
族
、支
援
者
な
ど

※
要
電
話
予
約（
予
約
な
し
で

も
参
加
可
）

□申・
□問　

県
視
覚
障
害
者
情
報

セ
ン
タ
ー

☎
０
２
２－

２
３
４－
４
０
４
７

□問　
市
障
害
福
祉
課

　
（
内
線
２
４
８
３
）

　

石
巻
明
声
会（
４
月
１
日
に

石
巻
立
声
会
か
ら
改
称
）で
は
、

病
気
な
ど
で
喉
頭
を
摘
出
し
、

声
を
失
っ
た
方
の
日
常
生
活
や

社
会
復
帰
な
ど
を
応
援
し
て
い

ま
す
。第
二
の
声
づ
く
り
の
サ

ポ
ー
ト
も
行
っ
て
い
ま
す
。

と
き　
毎
月
25
日

　
午
後
１
時
～
４
時

と
こ
ろ　
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー

□問　
石
巻
明
声
会

☎・Ｆ
Ａ
Ｘ　
９
３－

５
８
０
６

☎
０
９
０－

５
３
５
４－

５
１
１
７

　
市
障
害
福
祉
課

　
（
内
線
２
４
８
３
）

　
資
源
回
収
を
実
施
し
て
い
る

団
体・
グ
ル
ー
プ（
子
ど
も
会・

町
内
会
な
ど
）に
、報
奨
金
を
交

付
し
て
い
ま
す
。制
度
の
利
用

に
は
、登
録
が
必
要
で
す
。

回
収
品
目　
新
聞・雑
誌・段
ボ

ー
ル
、一
升
瓶・
ビ
ー
ル
瓶
、

ア
ル
ミ
缶・ス
チ
ー
ル
缶

補
助
金
額　
品
目
ご
と
に
１
㌔

㌘
３
円
と
し
、一
升
瓶
は
１

本
１
㌔
㌘
、ビ
ー
ル
瓶
は
１

本
0.5
㌔
㌘
換
算
と
し
ま
す
。

※
登
録
を
す
る
方
は
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

□問　
廃
棄
物
対
策
課

　
（
内
線
３
３
７
４
）

　

自
宅
で
生
ご
み
の
減
量
化・

堆
肥
化
を
行
う
方
を
支
援
す
る

た
め
、補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

補
助
対
象

　

市
内
に
住
所
を
有
し
、か
つ

居
住
し
て
い
る
方

①
家
庭
用
電
気
式
生
ご
み
処
理

機　
購
入
金
額
の
２
分
の
１

（
上
限
２
５
、０
０
０
円
）を

補
助
し
ま
す
。

※
購
入
前
に
市
へ
申
請
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
の
で
、認
め

印
と
購
入
予
定
の
機
種・
メ

ー
カ
ー
名
お
よ
び
金
額
を
調

べ
、直
接
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。

※
市
税
の
滞
納
が
な
い
方

②
コ
ン
ポ
ス
ト
容
器　
購
入
金

額
の
２
分
の
１（
上
限
３
、

０
０
０
円
）を
補
助
し
ま
す
。

③
Ｅ
Ｍ
発
酵
容
器　
容
器
を
２

個
以
上
購
入
し
た
方
に
、容

器
１
個
分（
２
、０
０
０
円
以

内
）を
補
助
し
ま
す
。

※
②
お
よ
び
③
は
、認
め
印
を

ご
持
参
の
上
、購
入
時
に
取

扱
指
定
店
で
手
続
き
し
て
く

だ
さ
い
。

取
扱
指
定
店　
ビ
バ
ホ
ー
ム
石

巻
店・
Ｄ
Ｃ
Ｍ
ホ
ー
マ
ッ
ク

市
内
各
店
舗・
㈱
水
沢
種
苗

店・Ｊ
Ａ
い
し
の
ま
き（
コ
ン

ポ
ス
ト
容
器
の
み
）・
い
や

し
ろ
っ
家（
Ｅ
Ｍ
発
酵
容
器

の
み
）

□問　
廃
棄
物
対
策
課

　
（
内
線
３
３
７
４
）

受
付
期
間　

５
月
13
日（
月
）

～
令
和
２
年
３
月
31
日（
火
）

対
象

 

・ 

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
…
平

成
31
年
４
月
１
日
以
降
に
電

力
会
社
と
太
陽
光
受
給
契
約

（
系
統
連
系
電
圧
は
低
圧
で
、

配
線
方
法
は
余
剰
配
線
と
し

た
契
約
に
限
る
）を
締
結
し

た
方
、ま
た
は
、平
成
30
年
度

中
に
同
様
の
太
陽
光
受
給
契

約
を
締
結
し
、こ
の
補
助
を

ま
だ
受
け
て
い
な
い
方

 

・ 

定
置
用
蓄
電
池
及
び
Ｈ
Ｅ
Ｍ

Ｓ
…
平
成
31
年
４
月
１
日
以

降
に
設
置
を
完
了
し
た
方
、

ま
た
は
、平
成
30
年
度
中
に

同
様
の
設
置
を
完
了
し
、こ

の
補
助
を
ま
だ
受
け
て
い
な

い
方

※
新
設
が
対
象
で
、増
設
な
ど

は
対
象
外
で
す
。

申
請
方
法　
申
請
書
に
必
要
書

類
を
添
え
て
持
参
す
る
か
郵

送（
必
ず
書
留
な
ど
配
達
記

録
が
残
る
方
法
）し
て
く
だ

さ
い
。申
請
書
は
、環
境
課
、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
お

よ
び
各
支
所
の
窓
口
で
交
付

し
て
い
ま
す
。ま
た
、ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

□申・□問　
〒
９
８
６－

８
５
０
１

（
住
所
不
要
）

　
環
境
課（
内
線
３
３
６
８
）

受
付
期
間　

５
月
13
日（
月
）

～
令
和
２
年
３
月
31
日（
火
）

対
象　
市
内
に
住
所
を
有
す
る

個
人
ま
た
は
市
内
に
事
業
所

な
ど
を
置
く
法
人
で
、平
成

31
年
４
月
１
日
以
降
に
市
販

さ
れ
て
い
る
80
㍑
以
上
の
雨

水
利
用
タ
ン
ク（
雨
水
貯
留

槽
）を
設
置
し
た
方
、ま
た
は

平
成
30
年
度
中
に
同
様
の
設

置
を
完
了
し
、こ
の
補
助
を

ま
だ
受
け
て
い
な
い
方
。住

宅
ま
た
は
事
業
所
１
棟
に
つ

き
１
基
ま
で
を
対
象
と
し
ま

す
。

雨
水
タ
ン
ク
の
メ
リ
ッ
ト

 

・ 

水
を
庭
木
に
利
用
す
る
こ
と

に
よ
り
、水
道
料
金
の
節
約

に
な
り
ま
す
。

 

・ 

災
害
な
ど
の
断
水
時
に
、貯

め
た
雨
水
を
ト
イ
レ
な
ど
の

雑
用
水
に
利
用
で
き
ま
す
。

補
助
金
交
付
額　
雨
水
タ
ン
ク

の
購
入（
設
置
費
用
含
む
）

費
用
の
２
分
の
１（
上
限
は

３
万
円
）

申
請
方
法　
申
請
書
と
必
要
書

類
を
持
参
す
る
か
郵
送（
必

ず
書
留
な
ど
配
達
記
録
が
残

る
方
法
）し
て
く
だ
さ
い
。申

請
書
は
、環
境
課
、各
総
合
支

所
市
民
生
活
課
お
よ
び
各
支

所
の
窓
口
で
配
布
し
て
い
ま

す
。ま
た
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

□申・□問　
〒
９
８
６－

８
５
０
１

（
住
所
不
要
）

　
環
境
課（
内
線
３
３
６
８
）

　

空
き
地
の
所
有
者
は
、雑
草

の
繁
茂
や
、害
虫
の
発
生
な
ど

に
よ
り
周
辺
の
住
民
の
迷
惑
に

な
ら
な
い
よ
う
適
正
に
管
理
し

ま
し
ょ
う
。

※
空
き
地
に
は
、囲
い
を
す
る

な
ど
ご
み
が
投
棄
さ
れ
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

□問　
環
境
課（
内
線
３
３
６
３
）

　
農
地
の
無
断
転
用
や
耕
作
を

放
棄
す
る
と
、雑
草
の
繁
茂
や

病
害
虫
を
発
生
さ
せ
、周
辺
農

地
に
多
大
な
迷
惑
を
掛
け
た

り
、ご
み
の
不
法
投
棄
を
誘
発

し
、周
辺
農
地
を
含
め
て
荒
廃

さ
せ
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。こ

の
よ
う
な
事
態
を
防
ぐ
た
め
、

農
地
の
転
用
や
売
買・
貸
借
に

つ
い
て
相
談
や
申
請
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、６
月
か
ら
全
て
の
農

地
を
対
象
に
利
用
状
況
調
査
を

行
い
ま
す
の
で
、ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

□問　
農
業
委
員
会
事
務
局

　
☎
６
２－

４
８
２
６

「
認
知
症
初
期
集
中
支
援

チ
ー
ム
」を
ご
存
じ
で
す
か
？

「
認
知
症
カ
フ
ェ
」を

開
催
し
て
い
ま
す

視
覚
障
害
者
交
流
会

再
生
資
源
集
団
回
収

報
奨
金
交
付
制
度

家
庭
用
生
ご
み
減
量

容
器
購
入
費
補
助
制
度

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

設
置
に
補
助
金
を
交
付

雨
水
利
用
タ
ン
ク
設
置

補
助
金
を
交
付

空
き
地
は
適
正
に
管
理

し
ま
し
ょ
う
！

軽
自
動
車
税
の
納
付
を

お
忘
れ
な
く
！

市・
県
民
税
特
別
徴
収

の
税
額
決
定
通
知
書
を

発
送
し
ま
す

農
地
の
無
断
転
用
や
耕
作

放
棄
地
を
な
く
し
ま
し
ょ
う

石
巻
明
声
会
の
集
い

　市総合運動公園の石巻フットボール場ラグビーゴールが独立行政法人日本スポーツ
振興センタースポーツ振興くじ（toto）助成金の交付を受けてリニューアルしました。
　大学、社会人トップチームなどの試合や合宿の誘致に向けた大きなアピール材料に
なることが期待されます。
□問　体育振興課　☎25-6471

石巻フットボール場
ラグビーゴールが新しくなりました

私たちはスポーツ振興くじ助成を受けています。
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空間放射線量の測定結果� （単位：ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ／時）

測定箇所 測定結果 測定期間

市立小学校、市立中学校、市立高等学校�（敷地） 0.0６～0.10 3/5～3/26

市立保育所、私立幼稚園、私立保育園� （敷地） 0.04～0.0８ 3/1～3/26

公共施設等（ホットスポット調査） 0.0５～0.09 3/1～3/26

牡鹿地区集落 0.06～0.13 3/5～3/18

応
職員
縁
全国からの全国からの

「住まいの復興給付金」申請相談会

と　　き ところ

５月19日（日）
午前10時～午後4時 市役所５階市民サロン前

６月14日（金）

と　　き ところ
５月19日（日）

午前10時～午後4時 市役所５階市民サロン前
６月14日（金）

□問�　住まいの復興給付金事務局コールセンター
　　☎ 0120-250-460（通話無料）　午前 9時～午後 5時（土日・祝日を除く）
　　市生活再建支援課（内線 3954）

　東日本大震災で被災した住宅（借家を除く）の所有者が、平成26年４月の消
費税率８％引き上げ以降に、住宅を建築・購入、または補修（工事費が税抜100
万円以上）し、その後居住する場合に、消費税増税分相当（建築・購入の場合、最
大90万円）の給付が受けられる制度です。
※申請は、住宅の引渡日から１年以内にしてください。
　（令和３年12月31日までに引き渡された住宅が対象）
※次の場合は申請対象外です。
被災時に住宅を所有していなかった場合／賃貸にお住まいだった場合／
消費税率５％で建築・購入、あるいは補修を行っている場合

相談内容　給付の可否、申請書の記入方法、必要書類、作成済み書類の確
認など

　　　　　※会場では申請書の提出はできません。

　住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）は、震災により被害を受けた方が、
住宅の再建・補修をするための融資（建設・購入の場合は当初５年間の金利
０％）について、相談会を行っています。
　また、地元金融機関の住宅ローンに関する相談も可能な場合があります。

「災害復興住宅融資」無料相談会

□申� ・□問�　住宅金融支援機構お客様コールセンター
　　　　☎0120-086-353（通話無料）　午前9時～午後5時（祝日を除く）
　　□問�　市生活再建支援課（内線 3954）

要電話予約

５
月
10
日（
金
）午
後
３
時
ご
ろ

　

除
染
な
ど
が
必
要
と
な
る
空

間
放
射
線
量
は
、
毎
時
０
・
23

㍃
シ
ー
ベ

ル
ト

と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

市
内
に
お
い
て
放
射
線
量
の
測

定
を
行
っ
た
結
果
、
測
定
地
点

の
全
て
で
、
健
康
に
影
響
を
与

え
る
よ
う
な
数
値
は
検
出
さ
れ

ま
せ
ん
で
し
た
の
で
ご
安
心
く

だ
さ
い
。

防
災
ラ
ジ
オ
テ
ス
ト
放
送

空
間
放
射
線
量

３
月
の
測
定
結
果

※
住
民
持
ち
込
み
に
よ
る
食
品

な
ど
の
放
射
性
物
質
の
簡
易

検
査
お
よ
び
空
間
放
射
線
簡

易
測
定
器
の
貸
し
出
し
を

行
っ
て
い
ま
す
。

□問�　
環
境
課
（
内
線
３
３
６
６
）

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

復興特区による税制優遇制度

復
興
特
区
の
種
類

特区の名称（認定日） 対象区域 対象業種

石巻まちなか再生特区
（平成24年3月23日）

中央、中瀬、立町、千石町、鋳
銭場、穀町、日和が丘一丁目
の一部、住吉町一丁目の一部

医療業、商業、宿泊業、飲食
業、ICT関連産業、新エネ
ルギー関連産業など

愛ランド特区
（平成24年7月27日）

田代、渡波、荻浜、雄勝、北上、
牡鹿の各地区の一部

商業、宿泊業、飲食業、新エ
ネルギー関連産業など

ものづくり特区
（平成24年2月9日）

用途地域における「工業専用
地域」、「工業地域」、「準工業
地域」のうち既存居住地域を
除く地域などの一部

自動車や高度電子機械、食
料品などの製造関連産業

IT特区
（平成24年6月12日）

中央、門脇町、羽黒町、山下・
大街道、湊、中里、開成、蛇田
の各地区の一部

情報サービス関連産業

農業特区
（平成24年9月28日）

渡波、稲井、蛇田、河北、河南、
北上、牡鹿の各地区の一部

農業に関連する食料品製造
業、宿泊業、飲食業など

税
制
特
例
の
内
容

①新規立地法人優遇税制
新設の法人が指定後5年間法人税の課税を繰り延べ
②新規取得設備の特別償却または税額控除
新規取得などした建物・機械などについて、特別償却または税額控除
③被災雇用者給与の特別控除
被災雇用者などに対する給与等支給額の10％を、税額の20％を限度に5年間税額控
除
④研究開発設備の特別償却と税額控除
開発・研究を目的とする新規取得資産について、特別償却と併せて税額控除
⑤地方税の特例
　①、②、④の特例を受けた場合、固定資産税などの減免を最大５年間受けられます。
※①～③は、各年度でいずれか一つの選択適用となります。
　④は併用することができます。

　復興特区による税制優遇制度の相談、申請を受け付けています。
　対象となる法人・個人事業者の方は、法人税や所得税、地方税減免などの
特例を受けることができます。
※特例を受けるためには、市または県からの指定および事業実施状況の認定
が必要です。
特区の認定日以降で前年度以前に取得した対象資産は、指定後に確定した
分の地方税のみ免除を受けられます。

□申� ・□問�　商工課（内線 3524）

防災「合言葉」受賞作品
最
優
秀
賞

平成30年度石巻市学校防災推進会議

　
り
災
証
明
書
が
半
壊
以
上
で

住
宅
再
建（
建
設・購
入
、補
修
）

を
し
た
、ま
た
は
予
定
し
て
い

る
世
帯
で
、加
算
支
援
金
以
外

の
補
助
金
を
申
請
し
て
い
な
い

世
帯
は
、ご
相
談
く
だ
さ
い
。

対
象

 

・ 

住
宅
再
建
事
業
補
助
金

 

・ 

津
波
浸
水
区
域
被
災
住
宅
小

規
模
補
修
補
助
金（
要
事
前

相
談
※
半
壊
を
除
く
）

□申�・□問�　
生
活
再
建
支
援
課

　
（
内
線
４
７
６
７
）

　
未
申
請
世
帯
は
申
請
手
続
き

を
し
ま
し
ょ
う
。

申
請
期
限　
令
和
２
年
４
月
10

日
支
給
対
象　
り
災
証
明
書
が
大

規
模
半
壊
以
上
で
住
宅
再
建

（
建
設・
購
入
、補
修
、賃
借
）

の
契
約
が
済
ん
で
い
る
世
帯

※
賃
借
に
関
し
て
は
公
営
住
宅

を
除
く
。

※
申
請
、受
給
済
み
の
世
帯
の

方
は
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

□申�・□問�　
生
活
再
建
支
援
課

　
（
内
線
３
９
５
５
）

　
震
災
で
住
居
な
ど
を
移
転
再

建
す
る
方
の
負
担
軽
減
の
た

め
、特
例
措
置
と
し
て
加
入
金

を
免
除
し
て
い
ま
す
。

対
象　
給
水
区
域
内（
石
巻
市・

東
松
島
市
内
）に
お
い
て
、震

災
に
よ
り
住
居
な
ど
が
被
災

し
た
方
で
、移
転
再
建
す
る

際
に
、新
た
な
給
水
装
置
を

設
置
す
る
と
同
時
に
被
災
し

た
場
所
の
給
水
装
置
の
廃
止

手
続
き
を
す
る
方

※
建
売
住
宅
や
中
古
住
宅
な

ど
、す
で
に
加
入
手
続
き
済

み
の
物
件
を
購
入
の
場
合

は
、免
除
の
対
象
外
で
す
。

免
除
期
限

　
令
和
３
年
３
月
31
日

□申�・
□問�　

石
巻
地
方
広
域
水
道

企
業
団
給
水
課

　
☎
９
５－

６
７
０
７

元
気
な
街
復
活
に
努
力

　
平
成
29
年
11
月
か
ら
か
わ
ま
ち

エ
リ
ア
の
整
備
や
中
心
市
街
地
活

性
化
に
向
け
た
仕
事
に
従
事
し
、

昨
年
は
「
か
わ
ま
ち
交
流
セ
ン

タ
ー
」
の
オ
ー
プ
ン
準
備
に
携
わ

り
ま
し
た
。

　
派
遣
前
は
五
所
川
原
市
、
つ
が

る
市
な
ど
２
市
４
町
で
構
成
す
る

「
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
」
で

病
院
運
営
や
医
師
確
保
に
関
す
る

業
務
な
ど
を
し
て
い
ま
し
た
。

　
石
巻
は
真
冬
で
も
雪
が
少
な
い

の
は
う
れ
し
い
の
で
す
が
、
風
が

強
い
た
め
か
、
五
所
川
原
よ
り
体

感
温
度
が
寒
い
こ
と
に
驚
い
て
い

ま
す
。で
も
、復
興
の
進
展
で
日
々

景
色
が
変
わ
る
こ
と
に
街
が
元
気

を
取
り
戻
し
て
い
る
こ
と
を
実
感

し
、
仕
事
の
や
り
が
い
に
も
な
っ

て
い
ま
す
。

　
県
内
外
か
ら
多
く
の
人
に
足
を

運
ぶ
に
ぎ
わ
い
の
あ
る
街
に
な
る

よ
う
に
、
今
後
も
魅
力
あ
る
街
づ

く
り
に
向
け
て
頑
張
り
ま
す
。

商工課

船
ふな
木
き
　洋
ようへい
平 さん（40）

青森県五所川原市から派遣

住
宅
再
建
補
助
金
の
相
談

被
災
者
生
活
再
建
支
援
制
度

手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

震
災
移
転
再
建
時
に
水
道

加
入
金
が
免
除
さ
れ
ま
す

前谷地小学校３年 馬
ば ば

場　祐
ゆ あ

杏

こえがけは、
いのちを守る　たすけあい
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上（
年
齢
要
件
無
し
）

 

・ 

原
則
月
１
回
以
上
活
動
し
、

年
間
12
回
以
上
活
動
す
る
こ

と
な
ど

申
込
方
法　
社
会
福
祉
協
議
会

窓
口
で
直
接
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

□申・□問　
社
会
福
祉
協
議
会

　
☎
９
６－

５
２
９
０

□問　
市
福
祉
総
務
課

　
（
内
線
２
４
５
８
）

　

県
内
の
商
工
会
議
所
、商
工

会
、金
融
機
関
な
ど
で
事
業
承

継
の
初
歩
か
ら
具
体
的
な
計
画

づ
く
り
ま
で
支
援
し
て
い
ま

す
。

ス
テ
ッ
プ
１　
事
業
承
継
診
断

事
業
承
継
に
至
る
ま
で
の
道

筋
を
一
緒
に
考
え
ま
す
。

ス
テ
ッ
プ
２　
専
門
家
派
遣「
事

業
承
継
診
断
」を
基
に
事
業

承
継
に
係
る
相
談
や
事
業
承

継
計
画
づ
く
り
を
支
援
し
ま

す
。

□問　
（
公
財
）み
や
ぎ
産
業
振
興

機
構　
宮
城
県
事
業
承
継
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
事
務
局

☎
０
２
２－

７
２
２－

３
８
９
５

　
市
商
工
課（
内
線
３
５
２
６
）

　
公
共
施
設
や
行
政
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
す
る
際
の
、費
用
の
負

担
の
適
正
化
や
公
平
性
の
確
保

の
た
め
、使
用
料・手
数
料
な
ど

の
一
部
を
10
月
１
日（
火
）か
ら

改
定
し
ま
す
。ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
改
定
の
ポ
イ
ン
ト

　

次
の
方
針
に
基
づ
き
使
用

料・
手
数
料
な
ど
を
算
定
し
ま

す
。

 

・ 

原
則
と
し
て
維
持
管
理
費
な

ど
の
コ
ス
ト
か
ら
料
金
を
算

定

 

・ 

改
定
率
は
市
民
生
活
へ
の
影

響
を
考
慮
し
原
則
と
し
て
1.5

倍
を
上
限

 

・ 

新
規
施
設
等
は
消
費
税
の
引

き
上
げ
分
の
転
嫁
の
み

 

・ 

主
な
社
会
教
育
施
設
や
ス
ポ

ー
ツ
施
設
は
料
金
や
時
間
区

分
を
統
一

※
改
定
後
の
料
金
は
、ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、各
施

設・各
担
当
課
へ
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

対
象　
今
年
度
小
学
校
に
入
学

し
た
第
２
子
以
降
の
子
の
保
護

者（
５
月
１
日（
水・祝
）時
点
で

市
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
）

支
給
額　
対
象
児
童
１
人
に
つ

き
３
万
円

申
込
方
法　
申
請
書
を
郵
送
ま

た
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
は
小
学
校
を
通
じ
て

配
布
し
ま
す
。ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。

申
込
期
間　

５
月
７
日（
火
）

～
６
月
28
日（
金
）

※
当
日
消
印
有
効

□申・□問　
〒
９
８
６－

８
５
０
１

　
（
住
所
不
要
）子
育
て
支
援
課

　
（
内
線
２
５
５
３
）

対
象
事
業

 

・ 

移
動
型
プ
レ
ー
パ
ー
ク
を
年

10
回
以
上
開
催
し
、次
年
度

以
降
も
継
続
予
定
が
あ
る
こ

と
。

 

・ 

プ
レ
ー
ワ
ー
カ
ー
を
２
人
以

上
配
置
す
る
こ
と
な
ど
。

申
込
方
法　
申
請
書
と
必
要
書

類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

（
各
様
式
は
窓
口
ま
た
は
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す
）。

補
助
額　
算
定
基
準
に
基
づ
き

算
定
し
た
補
助
対
象
経
費
に

つ
い
て
、年
間
開
催
回
数
に

１
万
円
を
乗
じ
た
金
額
以
内

（
年
間
上
限
20
万
円
）

申
請
期
間　

５
月
７
日（
火
）

～
６
月
28
日（
金
）

※
詳
し
く
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
に
な
る
か
、問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

□申・□問　
子
育
て
支
援
課

　
（
内
線
２
５
５
３
）

　

納
税
通
知
書
を
５
月
１
日

（
水・祝
）に
発
送
し
ま
す
。記
載

内
容
は
１
月
１
日
現
在
の
資
産

状
況
で
す
の
で
、異
な
る
場
合

は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

津
波
被
害
に
よ
る
減
免

　
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
害

を
受
け
た
区
域
の
う
ち
、要
件

に
該
当
す
る
区
域
に
対
す
る
固

定
資
産
税
な
ど
の
減
免
に
つ
い

て
は
、引
き
続
き
被
災
し
た
方

の
負
担
軽
減
の
た
め「
平
成
31

年
度
固
定
資
産
税
減
免
区
域
」

の
範
囲
で
減
免
し
ま
す
。減
免

申
請
書
の
提
出
は
不
要
で
す
。

詳
し
く
は
納
税
通
知
書
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

被
災
代
替
資
産
の
特
例

　
被
災
し
た
資
産
に
代
わ
る
資

産
を
取
得
し
た
場
合
、代
替
特

例
が
あ
り
、適
用
に
は
申
告
書

の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

償
却
資
産
の
申
告
時
や
新・

増
築
家
屋
の
調
査
時
は
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

□申・□問　
資
産
税
課

土
地
に
つ
い
て（
内
線
３
１
２
４
）

家
屋
に
つ
い
て（
内
線
３
１
１
７
）

償
却
資
産
に
つ
い
て

（
内
線
３
１
２
５
）

　
平
成
31
年
度
自
動
車
税
の
納

期
限
は
、５
月
31
日（
金
）で
す
。

　
納
税
通
知
書
は
５
月
上
旬
に

郵
送
し
ま
す
。納
期
限
ま
で
に

忘
れ
ず
に
納
付
し
ま
し
ょ
う
。

納
税
相
談
も
随
時
行
っ
て
い
ま

す
の
で
、ご
利
用
く
だ
さ
い
。

□問　
県
東
部
県
税
事
務
所

　
☎
９
５－

１
５
２
０

　
口
座
振
替
は
一
度
手
続
き
を

す
る
と
、自
動
的
に
口
座
振
替

日
に
指
定
の
口
座
か
ら
引
き
落

と
さ
れ
ま
す
の
で
、納
め
忘
れ

の
心
配
が
あ
り
ま
せ
ん
。口
座

振
替
依
頼
書
は
、納
税
課
、各
総

合
支
所・
支
所
の
窓
口
ま
た
は

市
内
取
扱
金
融
機
関
に
備
え
付

け
て
い
ま
す
。

　

対
象
税
目
で
、振
替
納
付
が

で
き
な
か
っ
た
場
合
、再
振
替

を
行
い
ま
す
。

対
象
税
目　
市
県
民
税
、固
定

資
産
税
、軽
自
動
車
税
、国
民

健
康
保
険
税
、下
水
道
受
益

者
負
担
金・分
担
金・農
業
集

落
排
水
事
業
分
担
金・
浄
化

槽
事
業
分
担
金

※
期
日
ま
で
に
延
滞
金
が
発
生

す
る
場
合
、再
振
替
を
行
わ

ず
に
納
付
書
を
送
付
し
ま
す

の
で
、窓
口
で
お
支
払
い
く

だ
さ
い（
30
万
円
を
超
え
る

場
合
、コ
ン
ビ
ニ
で
取
り
扱

い
が
で
き
ま
せ
ん
）。

※
振
替
日
の
前
日
ま
で
に
預
貯

金
残
高
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

□問　
納
税
課（
内
線
３
１
３
５
）

　
産
業
分
野
に
お
け
る
事
業
所

の
活
動
状
態
な
ど
の
基
本
的
構

造
を
明
ら
か
に
し
、事
業
所・企

業
を
対
象
と
す
る
各
種
統
計
調

査
の
母
集
団
情
報
の
整
備
が
目

的
の
調
査
で
す
。

　
知
事
が
任
命
し
た
調
査
員
が

外
観
な
ど
か
ら
判
断
し
、必
要

に
応
じ
て
訪
問
し
ま
す
。

　
新
た
に
把
握
し
た
事
業
所
は

調
査
票
を
配
布
し
ま
す
の
で
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

と
き　
６
月
～
令
和
２
年
３
月

と
こ
ろ　
１
期
目（
６ 

・ 

７
月
）

該
当
調
査
区

蛇
田
～
中
里
、南
境
～
鹿
妻
、

桃
生
地
区
、牡
鹿
地
区

対
象　
市
内
全
域
の
事
業
所

□問　
総
務
課

　
（
内
線
４
０
３
５
）

　
各
総
合
支
所
地
域
振
興
課

　
２
０
１
９
年
工
業
統
計
調
査

を
、６
月
１
日（
土
）を
調
査
期

日
と
し
て
実
施
し
ま
す
。

　

工
業
統
計
調
査
は
、統
計
法

に
基
づ
く
報
告
義
務
が
あ
る
重

要
な
統
計
で
す
。

　

対
象
の
事
業
所
に
、知
事
が

任
命
し
た
調
査
員
が
訪
問
し
ま

す
の
で
、ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

と
き　
５
月
中
旬

対
象　
４
人
以
上
の
製
造
事
業

所
□問　
総
務
課

　
（
内
線
４
０
３
５
）

　
各
総
合
支
所
地
域
振
興
課

　
国
保
加
入
者
が
会
社
の
社
会

保
険
な
ど
、国
保
以
外
の
健
康

保
険
に
加
入
し
た
場
合
に
は
、

国
保
の
喪
失
手
続
き
が
必
要

で
す
。喪
失
手
続
き
を
し
な
い

と
国
保
は
加
入
し
た
ま
ま
と
な

り
、保
険
税
も
課
税
さ
れ
た
ま

ま
と
な
り
ま
す
。

 

・ 

喪
失
手
続
き
に
必
要
な
も
の

社
会
保
険
証（
全
員
分
）の
写

し
、国
民
健
康
保
険
証（
あ
る

場
合
の
み
）、印
鑑
、身
分
証

明
証（
免
許
証
な
ど
）、マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

※
郵
送
で
も
可
能
で
す
の
で
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

□申・□問　
保
険
年
金
課

　
（
内
線
２
３
４
７
）

　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
各
支
所

危
険
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
除
却
事
業

　
通
学
路
な
ど
の
道
路
に
面
し

た
高
さ
１
㍍
以
上
の
危
険
な
ブ

ロ
ッ
ク
塀
等
を
除
却
な
ど
す
る

場
合
、費
用
の
一
部
を
助
成
し

ま
す
。

木
造
住
宅
耐
震
診
断
助
成
事
業

　
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に

着
工
さ
れ
た
木
造
住
宅
に
耐
震

診
断
士
を
派
遣
し
ま
す
。

※
希
望
者
の
み
。用
途
、構
造
に

制
限
有
り
。

木
造
住
宅
耐
震
改
修
工
事
助
成

事
業

　
市
の
助
成
に
よ
る
耐
震
診
断

に
よ
り
作
成
さ
れ
た
耐
震
改
修

計
画
に
基
づ
く
耐
震
改
修
工

事
、ま
た
は
建
て
替
え
工
事
に

補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

申
込
期
間

　
５
月
13
日（
月
）～
12
月
６
日

（
金
）

※
工
事
完
了
期
限　
令
和
２
年

１
月
31
日

※
予
算
が
な
く
な
り
次
第
終
了

□申・□問　
建
築
指
導
課

　
（
内
線
５
６
７
９
）

　
地
域
福
祉
の
増
進
に
つ
な
が

る
地
域
住
民
主
体
の「
小
地
域

サ
ロ
ン
活
動
」グ
ル
ー
プ
へ
の

助
成
を
行
い
ま
す
。

助
成
金
額　
上
限
３
万
円

対
象
条
件

 

・ 

グ
ル
ー
プ
登
録
者
が
10
人
以

固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
の
お
知
ら
せ

自
動
車
税
の
納
付
を

お
忘
れ
な
く
！

便
利
な
口
座
振
替
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

２
０
１
９
年
経
済
セ
ン
サ
ス

基
礎
調
査
を
実
施
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
の
喪
失
届

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

建
築
物
等
耐
震
対
策

助
成
事
業

事
業
承
継
の
準
備
を

サ
ポ
ー
ト
し
ま
す

使
用
料・手
数
料
な
ど

の
改
定
の
お
知
ら
せ

小
学
校
入
学
祝
金

移
動
型
プ
レ
ー
パ
ー
ク
の

運
営
経
費
を
補
助
し
ま
す

支
え
合
い
活
動
支
援

事
業
の
お
知
ら
せ

２
０
１
９
年
工
業
統
計

調
査
を
実
施
し
ま
す

はかりの定期検査を受けましょう
　取引・証明に使用しているはかりは、２年に１度、計量
法で定められた定期検査を受けることが義務づけられてい
ます。次の日程・会場で検査を行いますので、現在使用し
ているはかりを最寄りの会場に持参し、検査を受けてくだ
さい。
　なお、新規購入したはかりは、検査の対象になりますが、
手数料は免除になります。また、検査通知書は５月中旬に
郵送しますので、通知書が届かない場合は、ご連絡くださ
い。

□問　商工課（内線3526）
　　各総合支所地域振興課

対象地区 実施月日 と　き と　こ　ろ

住吉・中里・
稲井 6月4日（火）

午前10時30分～
午後2時30分

蛇田公民館

桃生 6月5日（水） 桃生総合支所

蛇田・
大街道 6月7日（金） 蛇田公民館

河南 6月10日（月）
　・11日（火）

JAいしのまき
河南低温農業倉庫
（カントリーエレベーター隣り）

河北 6月14日（金） 河北総合支所

湊 6月17日（月） 社会福祉協議会
（旧みなと荘）

牡鹿 6月18日（火） 午後1時～
3時30分 牡鹿総合支所

雄勝 6月19日（水） 午前10時～
午後2時

雄勝硯生産販売協同組合
仮設工房
（旧雄勝総合支所）

北上 6月21日（金） 午前11時～
午後2時 にっこりサンパーク

石巻・門脇 6月24日（月）
　・25日（火） 午前10時30分～

午後2時30分

石巻中央公民館

渡波・荻浜 6月26日（水） 渡波公民館

田代 6月28日（金） 午後1時30分～
2時30分

県漁業協同組合
石巻地区田代浜出張所


